
アメリカ合衆国の葬儀と葬儀社

松本由紀子
アメリカ合衆国民の葬儀において、葬儀社のはたす役割は日本に比べて遥かに大きいものである。それは

ただアメリカの葬儀ビジネスが産業として発達しているからというだけでなく、そうしたビジネスがこの社
会に特有の人々の在り方を支えているからであると考えられる。本論文は、アメリカの葬儀と葬儀業者の在
り方を見るとともに、実際に見学した葬儀社、葬儀大学の在り方を述べる中で、これを検討するものである。

るのは、まず医者と、そして葬儀社である。と
いうのは、遺体の病院からの引取などはすべて
葬儀社が遺族に代わって行うからである。また
葬儀社を早い段階で決定しなければならない理
由に行政手続き上の理由もある。アメリカのほ
とんどの州では医師が死亡診断書を書き、保健
衛生局に提出して火葬、あるいは埋葬許可をえ
るのだが、この死亡診断書に、医師と共に葬儀
社のサインが必要となるのである。それほどす
ぐに葬儀社を決定することは普段からの用意が
なくては難しいが、アメリカでは葬儀を生前に
契約して準備しておく制度が早くから普及して
いる。映画でも父親の葬儀を請け負った葬儀屋
が、長男にそれをしきりと勧めているシーンが
ある。
遺族は、葬儀社が防腐などの処置を施し化粧
し納棺してから初めて、遺体と対面する。映画
では、遺族は葬儀社へ行って展示してあるなか
から枢等を選んで、処置中の遺体には面会せず
に帰り、家で納棺された遺体が届けられるのを
待っているのである。またこの対面も普通は自
宅ではなく葬儀社の施設内のホールで行われ
る。自宅で通夜をするとか墓穴は長男が掘るの
が慣例だなどと言われて長男が仰天するシーン

（０）はじめに
原題が''PassedAway''、日本でもビデオで公
開された映画がある。アメリカのある地方都市
の中流の家庭で、父親が突然亡くなって起こる
騒動を描くコメディである。葬式というとやた
ら張り切るお節介な伯母さんたちが大勢押し掛
けたり、謎の若き美女が現われて父親の隠して
いた愛人かと思ったり等の出来事がコミカルに
描かれる。日本でも話題になった伊丹十三の
｢お葬式」という映画を坊佛とさせる所もある
が、やはり幾つかの点では､葬儀への家族や業
者の関わり方に、彼我の違いが見られる。
例えば家族の在り方については、何といって
もこの映画の描く騒動は、大人になって家を出
たこども達が、何年かぶりに顔を合わせる事か
ら起こっているのであるが、成人した子供と老
いた両親とが各々違う仕事につき、別個の家庭
を築き、遠く離れて暮らすことはアメリカでは
珍しくないことである。
また遺族と葬儀業者との関わりという点で
は、アメリカの葬儀業者は日本よりはるかに大
きな役割を、葬儀において果たしている。例え
ば、父親が不意に亡くなった時、息子が電話す
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現代アメリカ合衆国の葬儀は、死者個人をホ
ストとして演出されるパーティのように組織化
されている。それは葬儀において明るく華美な
演出が好まれること、また遺体の陳列が重視さ
れることのみならず、細かな手順の中で、葬儀
が死者個人のために、遺族ではなく死者の手で
演出されたという効果を、葬儀社という専門家
の手を借りることで生んでいることから言える
ことである。以下で詳しく見てゆこう。
死亡から埋葬までの儀礼は、通常次のような
手順で行われる｡死亡後、遺体はまず葬儀社に
運ばれる。引取は通常業者FuneralDirectorの手
で行われ、葬儀社FuneralHomeのエンバーミン
グ・ルームでエンバーマーEmbalmerによって
消毒、防腐、修復、化粧などの措置が施された
のち、葬儀社の小部屋に展示され、そこで
''visitation''が行われる。これはかつては''wake''，
つまり通夜であって、死者の家に近隣の人冷が
夜を徹して集まり、飲食したのであったが、現
代では''callinghours'1または"viewing"とも呼ば
れるように、多くは午後、あるいは夕方の限ら
れた時間内に、弔問客が葬儀社に展示された遺
体に会いにやってくるというものである。
遺体は防腐され消毒されて、遺族がキスなど
の接触をしても感染の危険などがないようにし
てある。また病のやつれや怪我等も修復されて、
まるで生きているかのように、あたかもちょっ
と目を閉じているだけのように見える(1)。こう
した死の決定的な雰囲気を否定するような演出
は衣服や棺にも表れていて、遺体に屍衣を着せ
る事もまた遺族が喪服を着る事もない。遺体は
ドレスや背広などを着て、上等の詰め物をざれ
た明るい色のサテンの髪飾りのついたシーツに
埋まっている。暗い色や悲嘆を表す陰欝な装飾
などはなく、全ては明るく華やかで、死の影な
ど見られない様子に作ってあるのである(2)o

があるが、一度も自宅に遺体を戻す事無く埋葬
する方が一般的なのである。
また映画では、この対面の折葬儀業者が、

｢処置したのはエンバーマーの～です｡」と紹介
し、「実に美しいですね｡」とその出来栄えを自
賛するが、息子達は赤い頬紅にぎょっとして声
も出ないという場面がある。エンバーマーとは、
遺体を防腐処理し化粧して故人の生前の様子を
再現する専門家である。こうしたトラブルはま
まあるというが、ともかくまるで生きているか
のように見える遺体が立派な枢に納まっている
という「美しさ」こそが、葬儀のポイントなの
である。
以上では映画から、アメリカの葬儀の特色と、
その中で葬儀社のはたす役割の重要性について
述べた。アメリカでは、葬儀業者が専門家とし
て葬儀の過程に関わることで、遺族や近隣との
社会関係に依存する事無く、故人が自らの為に
葬儀を演出した、という効果を生むのである。
このような葬儀と葬儀業者の在り方には、アメ
リカ社会の、死との関わりにおいて表れる、個
人の在り方や身体観の特色が、最も顕在化して
いると考えられる。こうした考えにしたがって、
本論文はアメリカの葬儀と葬儀業者の在り方を
見てゆく中で、アメリカにおける死をめぐって
表れる身体観や人格の在り方を明らかにするも
のである。以下では、まずアメリカの葬儀の、
埋葬までにいたる手順と葬儀業者の関わり方を
見た後､1994年10月27日から11月４日まで現地
に赴いて見学した葬儀大学・葬儀社について記
述する。そしてその中に表れた特有な身体観や、
そうした身体観を持った人格の成立を、第三者
機関として支えている葬儀社の在り方について
考察する。

(1)死者をホストとする､明るく美しい葬儀
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宗教的な儀礼としての葬儀はその後、教会、
あるいは葬儀社の建物内のチャペルで行われ
る。現在ではこの儀礼には出ず、visitationのみ
訪れる人が多いという(3)。また、参加する人々
は普通平服であり、また儀礼も宗教的なもので
はなく、音楽や写真の展示など行う世俗的な儀
礼や、あるいは友愛クラブのメンバーによる儀
礼も増加しているという。従って現代アメリカ
の葬儀において重要なのは、宗教的な儀礼では
なく、むしろ遺体を展示するvisitationであると
言えるだろう(4)。
その後、遺体は埋葬されるが、アメリカでは
まだ8割近くは土葬である。枢はしばしば金属
で、また枢をvaultと呼ばれる、コンクリートか
金属の箱に収めて個別に土中に埋葬することが
多い(5)。墓地の区画は基本的には個人か夫婦の
単位で売られている。日本のように使用権では
なく不動産として販売されるのであり、また管
理費もない。墓地の管理は墓地の売却費を信託
にして、その利子で、企業が永遠に管理してゆ
くのである。これはモーソリウムと呼ばれる、
火葬しない遺体を地上の建造物の棚に収めて密
閉する場合でも同じである。いずれの場合でも、
遺体は士に還る、というよりは、密閉された枢
のなかで永久に個人別に、という感覚が重視さ
れ、またそれも遺族の手によってではなく葬儀
社という第三者の手で保管されるのである。葬
儀社という第三者との契約によって、故人は遺
族の窓意や生前の近隣との関係などに左右され
る事無く、確実に永久に個人として保存される
ことになるのである。
葬儀から埋葬、墓地までのアメリカ合衆国の
死にまつわる事項は、見て美しいものであるこ
とが共通した特徴である。死という事実にまつ
わる陰欝さや激しい悲嘆の表現はあまり見られ
ないし、用いられる装飾なども、明るく華やか

なものである。そしてまた遺族や近隣の人々が
かつて担っていた役割を、現代では葬儀社が全
て行っており、人々は葬儀社という専門家との
契約によって、遺族の有無や近隣との生前の関
係の在り方などに左右される事無く、葬儀が行
われ墓地が維持されることを確信できるのであ
る。

②葬儀業者の専門家としての成立
ここではアメリカの葬儀業者について、それ

が専門職として社会のなかに位置付けられてい
る在り方を見てみたい。アメリカ合衆国の葬儀
業者は、FuneralDirector(フューネラノレ・ディ
レクター）とEmbalmer(エンバーマー）の二
つの資格に、業務の性質上分けられている。エ
ンバーマーは遺体のエンバーミング、即ち防腐、
修復の措置を行う専門家であり、ディレクター
は遺族との接触や役所の手続き、経営面につい
て担当する。こうした資格は、州ごとに発行さ
れるものと合衆国全体に通用するものとある。
この資格を取るための教育コースを提供する
CollegeofMortuaryScience/FuneralService
Educationは現在全国で42あり、1994年の時点
では約29側人の生徒がこうした学校で学んでい
るという(6)。こうした大学は、公立のものと私
立のものと半々くらいだということで、私立の
ものの多くは、大手の葬儀社が人材の確保など
の為に非営利として経営しているものであるＯ
エンバーミングは南北戦争の際に、兵士の遺
体を遺族に送り返すのにあたって行ったのが、
医学分野ではない一般の遺体の防腐措置の始ま
りといわれる(7)o1965年に連邦軍兵士のエンバ
ーミングを行う医師をテストによって認可する
ようにしたが、葬儀業者がエンバーミングを行
うようになったのはこれ以後のことである。第
二次大戦前には葬儀のみならずエンバーミング
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己の葬儀や墓地を予めアレンジし、かつ費用も
前もって払い込んでおく、葬儀、墓地の生前契
約が発達してきている。例えばNFDA(１1)の
1994年のパンフレットによれば、1991年におい
てNFDAに加入している業者の98%はこれを提
供している。この制度を利用すれば、死後遺族
が慌てて葬儀を手配する必要はなくまた経済的
負担もない。また契約者にとって身近な遺族が
いない場合でも自分の望む葬儀が行えるという
利点などから更に発達すると見込まれている。
以上のようにアメリカにおいては葬儀社は、
死をめぐるサーヴィスの一切を提供する総合産
業として発達するとともに、試験によって認可
される専門家として社会的な位置付けを得てき
ている。その産業としての発達が、遺族や近隣
に依存する事無く個人が自らの死後を処理する
ことを可能にするとともに、第三者の専門家と
しての位置付けが、死をめぐる場面で死者当人
が自己決定をするのを支える役割を果たすこと
を可能にしているのである。次では、実際に訪
れた現地の葬儀大学・葬儀社の在り方を見てゆ
く中で、こうした葬儀社の社会的な位置付けに
ついて更に見てゆくことにする。

も各々の家で行われることが多かったが、大戦
後には次第にいずれも葬儀社で行われるように
なる。これは、アパートメントが増えたりなど
物理的に家が手狭になったためや、都市化など
で葬儀を支えるコミュニティが解体した為とい
われているが(NFDA,1994:pl7)、むしろ葬儀が
ますます死者個人のためのもの、という性格を
強めてきた結果と思われる。
葬儀業はそもそもは葬儀用品や枢を扱うだけ
のもので、家具販売などとの兼業が多かったが、
エンバーミングの発達や葬儀社の建物での葬儀
の増加等によって、分業していた幾つかのサー
ヴィスが専業の仕事に統合され、葬儀に関わる
サーヴイスー切を提供する専門家として自認す
るようになる。また死亡確認書が州法により保
存され、州の保健省が埋葬・火葬の許可に関与
するようになるとともに、ライセンス制の確立
が求められるようになり、1984年のヴァージニ
ア州を最初として20世紀初めにはほぼどの州で
も一般化する。資格登録という圧力は、葬儀業
者が一つの職業的グループとしての地位を確立
する一つの契機となったと考えられる(8)。
1960年代からはmultiunitoperationsといって、
葬儀の扱いから墓地の販売まで手懸ける、死を
めぐる総合サーヴィス産業化の傾向とともに、
フランチャイズ化の傾向が見られるようにな
る(9)。幾つかの企業は、合衆国以外にもカナダ、
オーストラリア、メキシコ等に進出する等、国
際的な営業を行っている。こうした大企業にお
いても、連邦商取引省の規定によって葬儀業者
は葬儀費用の明細を出さなくてはならない。業
者にお任せして費用の明細を要求しない日本と
は異なり、セットで販売する場合も一つ一つの
商品の値段は細かく決められ、メニュー内容も
明確なものとされている。
また第二次大戦後Preneed(10)と呼ばれる、自

③葬儀社の専門性とその社会的受容一
現地視察から
以下では実際に見学した葬儀大学・葬儀社に
ついて記述し､葬儀業が実際にどのように死を
めぐる社会関係を支えているのかを考察する。
ここでは見学したもののなかから、1994年10月
28日に見学したテネシー州ナッシュビルの葬儀
大学と霊園、1994年11月１日に見学したニュー
ヨーク州マンハッタンの葬儀大学とクイーンズ
の霊園を選び、各々インタビューの結果や見学
した様子を、パンフレットなども参照しながら
記述する。またその中で、それぞれの葬儀社．
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葬儀大学が、どのように専門性を確立している
のか、またその社会的な位置付けがどのくらい
広く社会的に受容されているのかを考察する。

グは行わず、顔の修復作業などは蝋粘土で学習
する。遺体は契約した葬儀社から請け負うもの、
または警察、病院で身元不明とされた遺体も引
き受ける。後者の場合は学校で入棺し葬儀も行
う。また日本のように遺体からの細菌感染に関
して全く無防備ではなく、細菌学的な知識を学
習するとともに遺体から従業員への感染防御に
は十分注意が払われていた('5)。
人種差別に対する配慮は注意深いもので、校
長によれば、学生も引き受ける遺体も人種的な
偏りがないようにしているという。学生の1/３
は女性、１/3は有色人種であり、遺体の顔の修
復作業も様々な人種の顔面の特色を白人、黒人、
黄色人種等一通り学ぶようになっている。こう
した注意は、葬儀業者が民族的、宗教的な色彩
を脱色した中立的な第三者機関として成立する
ための配慮と考えられる。

１，JohnA.GuptonCollege(12)
この私立大学は、テネシー州の州都ナッシュ
ビルの中心街に位置する(13)oパンフレットに
よれば、創立は1946年、JohnA.&Bernadean
Guptonによるもので、Guptonはその前はナッシ
ュビルのGupton-JonesCollegeofMortuary
Scienceのオーナーであった。校長の説明では、
現在70余名がここに学んでいるが、多くは親が
葬儀業を営んでいるものである(14)。
この大学は目的にあわせてコースを選択する
ようになっている。葬儀業に従事する資格を得
るだけの目的のものには12ヵ月50単位のコース
を、人文科学の短大卒業資格も得ようとするも
のの為には16カ月65単位のコースを提供する。
約半数は高卒で入学しているが、他の職業にい
ったん就いてからという者の方が少し多い。Ａ
TCテスト（合衆国の大学入学資格テスト）を
合格していることが入学条件となる。
この州ではエンバーマーは学校にいかなくて

はならないが、フューネラル・ディレクターは
2年の実習を葬儀業者のもとで行えば州の資格
テストを受ける資格を得ることができる。ただ
し資格を得るための条件が次第に厳しくなって
いるため大学で学ぶ傾向が強まっている。この
学校では殆ど全ての学生がこのテストに合格す
るという事である。
授業の中心はやはりエンバーミング等の専門
的な技術の養成である。校長の説明では、遺体
の尊厳を持った扱いを重視しているとのこと
で､授業ではエンバーマーのライセンスを持っ
た教師が生徒の前で遺体の修復、化粧等の作業
を行うが、生徒は実際の遺体へのエンバーミン

２，WoodlandMausoleumandCemetery(16)
ここは墓地以外に、フューネラル・ホーム、

チャペル、エンバーミング・ルーム、枢など葬
儀用品の展示ルーム等を一通りそろえた、
multiunitoperationsと呼ばれる、葬儀にまつわ
る総合的なサーヴィスを提供する企業である。
7人のエンバーマー（かつフューネラル・ディ
レクター）を抱え一年に約1800件の葬儀を扱っ
ている。専属の無教派の牧師がいて、家族が故
人の教会の牧師を連れてこない場合に葬儀式を
執り行う。個人の生前の宗教的生活の在り方に
関わらず葬儀が行えるようになっているのであ
る。
屋外墓地は墓碑などはたてず、広大な芝生に
ブロンズのプレートをはめこんでいる。これは
突起物をなくして大型芝刈り機が使えるように
し、芝生の整備などの管理を容易にするためで
あるが、そのため墓地を見渡すと、広がる芝生
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一部を借りて運営されているがSt.John's

Collegeと提携して、ライセンスを取るための
コースだけでなく、あわせて大学卒業の学士号
も取ることができる。また、エンバーミングに
関する医学的な知識は、公立BellevueMedial
Centerと協力して、そこにおいて学ぶことにな
っている。ここでホームレスの遺体などをエン
バーミングする。その遺体は州や市が埋葬する
ことになる。入学者には高卒の資格が求めら,れ
ている。また入学時の二人の身元保証人のうち、
少なくとも一人は葬儀業者であることが望まれ
ている。学校は、葬儀業には知識や健康ばかり
でなく、人格的な成熟や他者を援助したいとい
う気持ちを持つことが必要と考えて授業プログ
ラムを組んでいるという(18)。テストに合格し
たら、FuneralHomeで1年間見習いをしなくて
はならないので、学校では見習いをする学生と
人手を求めている葬儀社との仲介をする。
授業内容の中心はやはりエンバーミングの専
門技術の学習である。差別の問題はやはり意識
されていて、学監によれば、どんな遺体でも受
け入れられるよう可能な限り多様なケースにつ
いて学習するという。例えば、人種による肌の
色や顔立ちの違いなどをよく理解して損傷L,た
顔面を復元することや、アルコールや薬物の中
毒患者のエンバーミングの仕方等である。専門
技術には敬意が払われていて、資格のない生徒
は実際に遺体は扱わないようにしている。
学監の話では、こうして専門性の確立に努力
しているが、人々の間には葬儀業への蔑視や、
お金持ちになりたいから、といって学校にくる
ものもいるというｏ彼は葬儀業が儲かるという
のは間違った偏見で、仕事の報酬はさほどよく
はなく、儲かっているように見えるのは世襲で
葬儀社を経営する場合であると説明してい
る('9)。

には遺族が持参した色とりどりの造花の花束し
か見えない｡白い方形の五階建てのビルディン
グには、モーソリウムとコロンバリウムを備え
ている。ここでは火葬率は約20％程である。屋
内墓地と屋外墓地では、屋外の場合土を掘り起
こし枢を埋める費用がかかるためさほど値段の
違いはないが、日本と違って屋内墓地もよく売
れているという。屋内も屋外も売りおわると売
却時の費用を信託にした利子で企業が永久に管
理していくのである。
ここでも差別問題は強く意識されている。例
えば、エンバーミングは、たとえ死因がエイズ
であろうと差別せず、受け入れて行っていると
いう。またバイブルベルトといわれる南部であ
っても建物自体や個々の墓碑などに特定の宗教
色は殆ど見られない。
ここで注意されているのは、葬儀や墓地が明

るく美しいものであることである。エンバーミ
ングで重要なのも仕上がりの美しさで、保存期
間に関するトラブルはほとんどないという。墓
地に収めた後、遺族が遺体の保存状態を気にし
たりすることはないのである。同様に葬儀費用
の大きな部分を枢が占める。枢の展示室には、
ステンレスからマホガニーまであらゆる素材
の、美しい内張りの枢を展示していて、その選
択に故人の個性が反映されるとともに、葬儀に
おいて遺体を美しく演出する一助となるのであ
る。

３，AmericanAcademyMcAllisterlnstitute(17)
この私立葬儀大学は、ニューヨーク市の中心

部に位置している。「便覧1994-1996」６頁によ
れば、1926年に設立されたMcAllisrSchoolof
Embalmingと1933年に設立されたAmerican
AcademyofFuneralServiceが1964年に合併して
設立された学校である。学校自体は狭いビルの
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のメニューを実施するという形をとる。物価の
上昇は金利で相殺することになるが、行政の監
視もあって、赤字であってもメニューは指定ど
おり行わなくてはならない。

４，Farenga&Sons,1.N.C.(20)
この葬儀社はニューヨーク州クイーンズ区ア

ストリアにあり、またそこに墓地をもっている。
アストリアでは最大の葬儀社で、３人のフュー
ネラル・ディレクターで営業している。ニュー
ヨークには、民族ごとの小さな家族経営の葬儀
社がまだたくさんあるので、こうした小さくて
設備のない葬儀社のために、三つあるチャペル
の貸し出しやエンバーミングの代行も行ってい
る(21)｡
この葬儀社には多様な民族の伝統が混在して

いる。枢の展示室にはユダヤ人の為の枢も販売
されている。完全に土に還るように金具など使
わない木製の、ユダヤの星の紋章の入ったもの
である。またこの墓地のモーソリウムを利用す
るのは、イタリア系カトリックのように、土中
に埋められるのを恐がる人々であるという。カ
トリックの人々が葬儀のvisitationに訪れた人々
に贈る、キリストの絵などが入ったカードも扱
っていた。このカードには、祈りの言葉ととも
に、埋葬されることになる墓地の場所やモーソ
リウムの番号などを、後で墓参に訪れるのに便
利なように記載してある。また遺体を生国へ輸
送するサービスも行っている。それには2週間
は保つようにエンバーミングしたうえでコンテ
ナに密封することが必要で、輸送は航空便にな
る。
この葬儀社でも葬儀、墓地の生前契約

Preneedを販売している。ただ予め葬儀式の内
容を決めておくだけでなく、先に費用も払い込
む方が利用者が多いというが、これはニューヨ
ークでは葬儀が高額のため（この葬儀社では葬

儀のみで平均6000$という）と考えられる。前
払いの場合は法廷弁護人をたてて費用を信託に
し、契約者死亡時に葬儀社が指定されたとおり

以上見てきたように、アメリカの葬儀大学・
葬儀社は、専門的な技術をもって利用者との明
細な契約にしたがってサーヴィスを提供する、
という形で、つまり葬儀の場面における第三者
である専門家の立場で、葬儀のホストとなる死
者を個人として支えている。葬儀社・葬儀大学
は、この立場を確立するために、専門技術の教
育制度を確立しライセンス制によって営業する
というばかりでなく、諸種の宗教や民族的な伝
統に対して中立的に、またあらゆる死因の死者
をも受容するという態度をとっている。またボ
ランティア活動に参加する等、地域社会で尊敬
を得るような生活態度をとることを授業の中な
どで注意している。そうした態度によって、ア
メリカの葬儀社は、この社会の人々の個人を基
点とする社会関係の在り方を、死をめぐる場面
において支える役割を得ているのである。

④アメリカの葬儀と葬儀社
ここでは、以上で見てきたアメリカの葬儀

社・葬儀大学の第三者である専門家という在り
方を分析する。

③-１：普遍性とデノミネーション
アメリカで訪問したどの葬儀社も、自分たち
は差別をしない、という点を非常に強調してい
る。自分の葬儀社は、どんな宗教の葬儀も執り
行っており、またここで葬儀をした中には黒人
もユダヤ人もヒスパニックもいること、またど
んな人でも、それがたとえエイズ患者だったと
しても、拒否したりしないと述べるのである。
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行う傾向が生まれ、さらなる均質化の度合いを
強めているのである。

また同時にどんなエスニックな特色についての
質問も、注意深く回答を避けている。例えば、
カトリックの人の方が墓参に頻繁に訪れるか、
という質問に、墓参は死者への思いを表現する
行為だからだれでもすることだと回答するなど
である(22)。
しかし実際には無論、葬儀社によって偏りが

ある。そもそも葬儀社が家族経営の小規模なも
のだった頃は、各エスニック毎に成立していた
といってよいのである。各教派、各民族ごとに
各々の教会があったように、黒人の葬儀社には
黒人だけが、アイルランド人のものはまた別に、
といった具合である。とりわけ依然として家族
経営の小規模な業者の多い都市部では、所によ
ってこのような状態が残存しているのであ
る(23)o現在では統合されたが業者団体も最初
はエスニック毎別々に成立した(Reather,H･Ｃ・’
1994:p2)。
しかしこうした各々の特色があるためアメリ

カー般の葬儀について語れない、ということは
ない。むしろアメリカの葬儀の手順は、エンバ
ーミングの実施など、かなり均質なものであり、

宗教的、あるいは民族的な特色はむしろこうし
た手順の添え物に過ぎない、といっても過言で
はない(24)。実際の葬儀の折にはこうした特色
は、葬儀社の提供するメニューから選択するこ
とで実現されているのである。R.N・ベラーは
デノミネーションの背後にあってアメリカ人の
アイデンティティを支えるある種の信念を「ア
メリカの市民宗教」という言葉で呼んだが、そ
の市民宗教があるように、死者儀礼の共通な形
式が成立していると言えるだろう。いずれにせ
よ、こうしたバリエーションを多く含んだ在り
方は、死をめぐる総合サーヴィス産業として出
現した幾つかの巨大チェーンが出現すると共
に、次第に宗教色、民族色の希薄な葬儀を取り

④-２：遺体へのこだわりに見る身体観
アメリカの葬儀において、蓋を半分、あるい
は全部開いた枢に横たわる遺体が存在すること
はたいへん重要なことである。弔問客が遺体と
対面する場合、「一般に、安堵と無言の称賛が
その反応である」(Huntington,R.&Metcalf,P.,
1979=1985:p280-281)。安堵とは死が故人の面
影に何ら影響を与えていないことへのものであ
り、そして称賛とは遺体が安らかに眠っている
かのような出来栄えであることについての葬儀
社のエンバーミングの腕前に対するものであ
る。「特に故人がまるで死人のようだなどとい
ったことを口に出すほど自制心を失った場合、
その者は葬儀屋によって優しく連れ出され烏」
(Huntington,R.&Metcalf,P.,1979=1985:p2180-
281)。またハンチントンとメトカーフは、遺族
が病院で死亡した故人に、葬儀社に引き取られ
る前に面会したいと頼むことは殆どない事、
visitationや葬儀に近親者が皆集まることは重要
だと考えられているが、埋葬が終わるまで立ち
合うものは殆どいない事を述べる。
ミットフオードは現代アメリカのエンバーミ
ングの目的は、エジプトのミイラ等とは違って、
長期保存ではなく遺体の容貌を自然に保つこと
であると言う。現在アメリカで行われている防
腐処置は、葬儀が終了するまで2～3週間ほどの
効果のもので、いったん葬儀が終了すれば家族
は埋葬された枢を再び開けたりすることばな
い。多くの葬儀業者はこうした演出が、遺族の
最後の思い出memorypictureを美しく構成し、
遺族が悲嘆から回復するのに役立つのだと説明
するが、ミットフォードはこうした演出が死を
受容しやすくするといっても、それは「フィル
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ターを通して太陽を見るように」(Mitford,J.,
1963:p94)死を眺めるものであると批判する。
また彼女はこうした死を直視することを避けよ
うとする態度は、死に関する椀曲語の発達にも
見られると述べる(25)。しかしアメリカにおい
ては死は、どのようなものとして忌避されてい
るのだろうか。
エンバーミングは臨終の際の苦悶の表情を死
者から拭い去り、また死＝腐敗というイメージ
を否定する。アリエスはこうしたエンバーミン
グの機能を、カイヨワの言葉を引用しながら
｢全身衣服で包まれた死者たちは身体的人格を
保ちつづけ」(Aries,P.,1975=1983:p242)てい
るという様子に見る。アリエスはこれを例えば
病院で医療スタッフが患者が治癒への努力を諦
めることを許さないように、臨終において死を
受容することを否定する傾向の延長上にあると
考えている。人々はエンバーミングによって、
受動的に受容するのみの運命としての死、人格
の終焉としての死を否定し、未来へと努力し創
造してゆく個性ある人格が死を越えて存続する
ことへの信念を支えるのである。
またこうした人格の在り方は、この社会に特

有の身体感覚と対応していると考えられる。例
えばIFTA(26)のシンポジウムのレポートでは、
足の骨を医療用に提供した後のエンバーミング
のやり方についてのものがあったが、これは大
腿骨と脛の骨を摘出した後にプラスティックの
棒を埋めて足の形を再形成するというものであ
る。枢が上半身のみ開けたものであるならば足
は見えないし、ズボン等に詰め物をしてもよい
はずだが、病院側ではこうしたエンバーミング
による足の再形成が、人々にとって死後の組織
の提供を心理的に容易にすると述べている。つ
まり皮膚表面における身体が完全な外観を維持
していることが大切なのである。

その一方で、そうした外観を再形成するため
に皮膚下にゲル剤を注入したり、歯茎に針金を
通して顎を閉じたりする事は、受け入れられて
いる。アメリカで葬儀業を学んだ鈴木英雄は、
アメリカの葬儀においては遺体とはホストであ
り、そのための重要な社交上のファクターとな
る目や口元の表情を作ることが重視されること
を述べているが、さらにこうした方法は日本で
は受け入れられないだろうと言う(鈴木,1981：
p76)。それは修復の方法がかなり遺体に侵害的
で、日本では遺族がそうした事を嫌うと考えて
のことである。
このようにアメリカの葬儀における遺体の扱

い方に反映されている身体観は、日本という異
質な社会を参照することで、比較社会学的によ
り明瞭にすることができると思われる。葬儀な
どの場面で見られる遺体の扱い方は、個人的な
身体に対する感覚よりは、より社会的に妥当と
される身体の扱い方を反映したものである。従
ってそこから読み取った身体観は、各々の社会
の人々が現在その中で生活している社会関係の
在り方に基づいて、社会ごとに異なる様相を呈
するものとなるはずである。このことは、日米
という相互に異質な社会を比較することで葬儀
社のあり方の違いと共に、次のように具体的に
表れている(27)。
鈴木の言うように日本でエンバーミングが遺
体に侵襲的に感じられるのは、日本社会では身
内の遺体を自らの身体のようにして感じ関わる
ことが当然とされ、また遺体の処遇の仕方が身
内の皆の体面と関わるという社会関係の在り方
の為である。従って遺体をメスで傷つけるのは
忍びないと感じられるし、また身内のことも考
えず献体など一人で決めるのは自分勝手な振る
舞いと非難されるのである。従って日本におけ
る葬儀業は、こうした身内の集まりの情緒的共
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者である専門家として支えることで葬儀をアソ
シエーショナルな形で成立させているのであ
り、言い換えれば葬儀社がビジネスとして発展
しているのは、自らの身体を支配する人格がア
メリカ社会の社会関係の基点となっているから
であると言えるだろう。

同性を、まるでその一員であるかのように理解
し、補完する役割を果たすことが期待される。
一方、なるべく遺体を身内の手で扱おうとす
る日本と異なり、アメリカではエンバーミング
の過程は死者のプライバシーとして業者だけが
扱い、遺族にも公開されない。修復され装われ
る以前の身体は、死者のプライバシーにあたる
のである。そしてこうしたプライバシーの領域
に関することは、当人が契約した第三者、即ち
葬儀業者のみが契約された内容に従って履行す
るという形で介入することで守られている。身
体とはその当人のみが自由に支配できる領域、
プライバシーを構成する領域なのである。こう
した在り方を「プライバシーとしての身体」と
呼ぼう。「プライバシーとしての身体」は、そ
の所持者である人格が、他者の意図と独立して
自由にできる領域である。それは、自身の利害
については当人のみが判断できるもので、他人
が代行できるものではない、という自己決定の
原則に対応して成立している。そしてまたこの
身体とは、当該人格がその個性を表現する手段
であり、自由にそのために加工することができ
るものなのである(28)。アメリカの葬儀業は、
専門家として介入することでこうしたプライバ
シーを守る役割を果たしている。
死者をホストとするアメリカの葬儀は、エン
バーミング等の措置を専門家として施す葬儀業
の介入によって遺族からも死者個人のプライバ
シーを保護し、そうすることで身体を装い個性
を演出する人格が死後も存続していることを仮
構している(29)。言い換えれば、葬儀業者が死
後の遺体の処遇を死者当人の人格の表現として
組織することで、人々は個人として自らの死後
の運命をも自己決定したものとして把握してい
るかのようにふるまうことができるのである。
即ちアメリカの葬儀社は、こうした仮構を第三

⑤まとめ；第三者機関としてアメリカの
個人を支える葬儀社
アメリカの葬儀社は人々に、親族や近隣の

人々との絆に頼る事無く、自らの死後の在り'方
を決定できるという自由を与えるものであっ
た。そしてまたそれは、プライバシーとしての
身体を支配する人格が、死という運命をこえて
存続しているという信念を維持することを可能
にしているものでもある。アメリカにおいて隠
蔽あるいは拒絶される死、とは身体を演出する
人格の消失としての死である。葬儀社は当人格
の死後にその生前の個性を身体に再現すること
で、それを演出している主体としての人格を仮
構しているのである。
こうした在り方をもっともよく象徴している

のは葬儀、墓の生前契約である。これは単に、
遺族に葬儀の執行やその費用の負担をかけない
ように配慮するというばかりではない。葬儀を
すべて故人の費用と責任で行うことは、葬儀を、
故人をホストとするパーティとして演出する、
という傾向を典型的に実現するものであり、こ
れによって葬儀に参与する人々は故人の近親者
であっても、その演出を観る単なる客となるの
である。
また葬儀の演出ばかりでなく、墓地を個人、

あるいは夫婦ごとに永久に管理してゆくのも私
企業である。Ｗ､L.ウオーナーは、墓地は「人
の不死への欲望を表現するもの」であり、また
単なる「身体ではなく聖なる人格persOn」

-３０-



(Warner,W.L.,1959:p285)の納まるところであ
ると述べているが、こうした人格が永遠に墓地
において維持されることを可能にしているのも
企業なのである。
アメリカ社会においては、葬儀社が第三者機
関として介入することで、個々人は自らの死後
の運命をも支配することが可能になるのであ
る。言い換えれば葬儀社の介入は、葬儀という
死をめぐる場面をも、様々なコミュニティから
独立したアソシエーショナルな社会の一局面と
して展開することを可能にしていると言えるだ
ろう。この問題を更に考察するにはエスニシテ
ィの問題や、また葬儀社の成立以前と以後との
比較などの課題が考慮されなくてはならない
が、本稿の射程はこの命題を確認する所までで
ある。

２７～29日のIFTAのシンポジウムで葬儀の意義を述
べる葬儀社の言葉のなかにもしばしば使われてい
たものである。
(3)(Fulton,R.,1984=1984:p212)
(4)死亡からこの儀礼まで通常2～4日であるが、これ
はアメリカで通例見られるように独立して家を出
た子供達がしばしば遠方に住んでおり、これらが
集まるのを待って行われるためである。遺体の防
腐はこうした間にも遺体が腐敗せず、また枢の蓋
を開けて葬儀を行えるように、という事から普及
したのである。近ごろでは遺体を先に火葬、ある
いは埋葬してしまってmemorialserviceと呼ばれる
遺体のない葬儀を行ったりするものもあるが、葬
儀における遺体重視の傾向に影響するほどではな
いという。例えば1991年間に遺体をすぐ埋葬しメ
モリアルサーヴィスを行ったのは5.3％で、残りは、

葬儀、あるいは墓地での葬儀を行っている。また
土葬は78.1％で、火葬の場合でも、85.4％は枢に収
めて儀礼が行われている(NFDA,1994:p37)o

(5)1992年の時点で、葬儀業者が最も多く仕入れた枢
は密閉型のスチールのものである。木製の物は三
番目となる。こうした人々の嗜好は、遺体が土に
還るのではなく密閉された枢の中で永久に保存さ
れる、という感覚を重視したためと考えられる。

(6)こうした教育機関は、四年制大学のなかに設けら
れたコースと、コミュニティ・カレッジにおける
ものとあるが、いずれも1959年に設立されたアメ
リカ葬儀業教育委員会AmericanBoardofFuneral
ServiceEducationによって監督されている。この委
員会は1929年に設立された委員会の後身で、1972
年には合衆国教育省の認可を受けている。
(7)エンバーミングは、内臓を摘出するタイプのもの
が古くからヨーロッパで、長い葬列を組む貴族な
どに対して行われていた。現在行われているのは
血液を防腐剤に置換する動脈注入タイプのもので、
頚部、または大腿部の動脈に防腐剤を圧力をかけ

註
(1)論者の見た遺体は、フロリダからニューヨークに
移送されたもので、フロリダの温暖な気候ゆえ強
い薬で防腐されたのでかなり皮膚が硬化している、
と説明されたものだったが、一見したところでは
まったく生きているかのようであった。ガンで亡
くなった為、かなり面糞れしていたのを皮膚のし
たに薬を入れて顔容を戻したという事で、修復の

参考にした10年前の元気な故人の姿そのままだっ
た。人々はこうした遺体を見て「まるで生きてい
るようですね｡」「とてもきれいに見えますね｡」等
と言って誉めるのである。

(2)葬儀社は、死者に関する「最後の記憶」が遺族の
悲嘆からの回復にとって重要であるといい、また
こうした美しい演出がそれを援助することになる
と述べる。こうした言葉はNFDA(NFDAについて
は註(11)を参照）の出版物である''TheAmerican
Funeral"にも繰り返し見られるし、また1994年10月
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(11)NationalFuneralDirectorsAssociation｡l882年に成
立した葬儀業者の全国組織であり、州ごとの事情
の違いを鑑み、州ごとの組織と個別の葬儀社が直
接参加する組織の二本立てとなっている(Raether,
Ｈ､C.,1990:pll)｡
(12)この葬儀大学では、PresidentのS.Spam氏が見学
の案内と授業内容などの説明をしてくれた。また
記述の折は入学希望者の為のパンフレットも参照
した。

(13)ナッシュビルは合衆国南部のハブ空港をもつ南
部の交通の要衝であり、ビジネス都市として発展
していて、日系企業の多くもここにオフィスや工
場を持っている。またサザンバプティストのヘッ
ドクオーターでもあり年に一回世界大会が開催さ
れる地でもある。テネシー州では毎年100～15()人
のエンバーマーとフューネラル・ディレクターの
資格を認定している。学校のパンフレットととも
に渡された資料によれば、現在州内には436の葬儀
社があるが（全国では22000社)、毎年州の査察を
受けているという。またライセンスを持ったエン
バーマーは1300人、フユーネラル・ディレクター
は1000人である｡(全国では89000人）多くの葬儀
社は家族経営の小規模なものであるが、コングロ
マリット化の傾向があり、例えばテネシー州の葬

儀社でも25社がServiceCorporationmtemationalとい
うヒューストンに本社を持つ大手の企業に買収さ
れているという。
(14)この大学では常勤の職員は5人、他大学からの非
常勤講師が16人である。幾つかの他の葬儀大学の
パンフレットを見ても、平均的規模と構成である。
学費は本代を含めて一年で大体7500～10MO$であ
る。授業は三つの分野にわたり、化学、解剖学、
微生物学、病理学という自然科学と、心理学、社
会学など人文科学、そしてフューネラルサービス、
葬儀科学MortuaryScience、エンバーミング等の専
門分野である。

て注入し、血管にかかる圧力によって同じ部分の
静脈に開けた穴から血液を排出する。この方法は、
遺体解剖が医学の学問的発達の重要な手段であっ
た頃に開発されたものである。医学的なエンバー
ミングは主にフランス等で発達したが、一般の葬
儀で普及したのはアメリカ合衆国においてである。
アメリカでは遺族がすべて集まるまで葬儀を待つ
習慣があり、それまでも氷などによって遺体を保
存する努力がなされていた。
(8)こうした専門家としての社会的認知は、葬儀業を
単なる仕事occupationではなく一つの専門職
professionとして認知させようという努力の結果と
して徐々に成立してきたものである。それは困難
な未完の過程で、例えば1959年のフロリダの州立
裁判所の判例はundertakingをprofessionというより
は伽sinessであるとしたし、1966年に労働省に提出
されたFuneralDirectorとEmbalmerをprofessionとし
てほしいという請願は拒否されている(Raelher,H.
C.,1990:p3)。現在でも、葬儀業に関する教育制度
の確立や遺族に対するカウンセラーなどを置くと
いう努力が続けられている。

(9)この傾向は、葬儀業における競争の激化の中で、
スケールメリットの追求、また相続税対策などか
ら生じてきたという。例えばServiceCorporation
htemationalという企業はアメリカで最大のチェー
ン店であるが、1994年には合衆国内に676のFuneral
Homeと183の墓地、60の火葬所を持ち、それ以外
にもカナダ、オーストラリアに進出している。ま
た1993年間でアメリカの三大葬儀社はあわせて全
葬儀の14％を扱っている(NFDA,1994:pl8)｡
(10)Preneedとは、葬儀や墓地などの内容や形をあら
かじめ指定しておくPrearrangementと、その代金ま
で予め信託の形で払い込んでおくPrepayedを組み
合わせたものである。アメリカでは第二次大戦後
に、巨大葬儀産業の発達とともに、中西部を中心
として一般に普及した(NFDA,1994:p23)。
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（15)日本の葬儀業者の現状については、朝日新聞
1994年10月20日19頁「ルポお葬式の祭壇裏2」に詳
しく語られている。

（16)ここの記述は1994年10月28日訪問の折のマネー
ジャー氏の説明からである。
(17)ここでは1994年11月１日、AcadcmicDeanのD.C.
Mongelluzzo氏がインタビューに応じてくれた。ま
た「便覧1994-1996」を参照した。10人の理事、４
人の常勤職員、13人の非常勤講師がいる。現在生
徒は約150人である。授業料は一学期、本代を含め
て2500＄程、資格取得のためのコースでは三学期
12カ月、あわせて学士号も取るなら四学期16カ月
が修了に必要である。また既に職にあるものの為
の再教育のコースがある。授業は、医学と公衆衛
生、社会科学、経営、法律の四つの分野にわたる。

(18)この学校の授業は厳しく、過去三年で296人の入
学者のうち卒業したのは211人(71.2%)であるが、
そのためか資格取得テストの合格率は高い。例え
IX1992年のテストでは卒業者の93.2%が合格してい
る。また過去二年内に全卒業者の93％が就職して
いて、これは全葬儀大学卒業者の平均90.2％をわず
かに上回っている（「便覧1994-1996｣2頁)｡素行
不良な学生は退学させると明文化する一方で、卒
業時に成績優良賞や皆勤賞などの他に、素行の優
良だったものにも賞を与えている。また卒業者に
は、職業誓約FuneralScrviceOaUlが要求される。
(19)アメリカの葬儀業界の営利主義的な態度に対す
る批判としては(MilfOrd,J.1963)。彼女は、アメリ
カの葬儀の費用が高額であることを述べ、イギリ
スの葬儀の在り方と比較してそれが無用な著侈で
あると指摘する。そして遺族にとって最後のお別
れの時の遺体の美しさが心理学的に重要だ、など
という葬儀業者の主張は自分を売り込むための神
話であるとのべている。
(20)ここの記述はAmericanAcademyの学部長でもあ
り霊園のフューネラル・ディレクターでもある，．

C.Mongelluzzo氏が案内し説明してくれた内容から
である。

(21)インタビューによれば、年間の葬儀は約325件、
チャペルのみの貸し出しが15～20件、エンバーミ
ングのみ行うのが約1帥件である。

(22)Farenga&Sons,I.N.C・を訪れた際のD.C.
Mongelluzzo氏とのやりとりである。

(23)ウオーはこうしたアメリカ社会の在り方を、''T11e
LovedOne''というアメリカの霊園を舞台にした作
品のなかで皮肉っている。舞台となった霊園の受
け付けの女性は次のように述べている。「『当霊園
は白人専用霊園でございましてね。創設者が生者
のためにこの規則をお作りになったんです。最後
の審判の日には同じ人種同志いっしょにいたいだ
ろうとお考えになって｡』」(Waugh,E・,1948=1976:

p48)
(24)メトカーフとハンチントンは、多様な社会の葬
送儀礼をアメリカのものと比較してアメリカの葬
儀の形態は「全域にわたって驚くほど一様である。
その一般的特徴とは遺体の葬儀堂への迅速な移動、
エンバーミング、画一的な『遺体との対面』、埋葬
による遺体処理である」と述べる(H皿伽gton,R.&
Metcalf,P.,1979=1985:p263)。
(25)例えば、枢coffinをcasket、遺体をlovedoneと呼ぶ
ようなことである。

(26)IntemationalFederationofnlanatologistAssociations
(27)葬墓の在り方と身体観との関連を、比較社会学
的に読み解いたものとしては(松本,1”4)。

(28)自己決定の原則に基づく治療行為に関する判例
については(唄,1983)。例えば1977年サイケヴイツ
チ事件の判例では、重度の精神障害者に白血病の
治療を施すか否かについて、当人は苦痛をともな
う治療を拒否しているが、当人は治療行為の意味
など理解できないとして、収容施設の院長が代行
判断を求めていた。判決ではこれを拒否し、当人
に判断させることを正当としている。自己決定の
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(29)遺体の処分権は、どこでも生前の故人や遺族に
帰属するものではない。例えばオーストリアでは
遺体は国家の所有とされ、死後の臓器摘出などは
当人の意思の確認や遺族の承諾などなくても行う
ことができることが法制化されている。

原則のもとでは、たとえ他者の目には当人の利益
を害なうと見える場合でも、当人の判断が優先さ
れる。また逆に身体を統くる人格が失われた、あ
るいは欠損していると考えられる場合、その身体
を単なる対象として扱う傾向が見られる。
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